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こどもを 久留米市
く る め し

の 保育所
ほいくしょ

に あずけたい人
ひと

へ  

保育
ほいく

所
しょ

は 親
おや

（お父
とう

さん・お母
かあ

さん）が 働
はたら

いているとき ０歳
さい

から 小 学 校
しょうがっこう

に入
はい

る前
まえ

の  

こどもの 世話
せ わ

をするところです。 こどもが 身
み

の回
まわ

りの 世話
せ わ

を受
う

けたり 遊
あそ

んだりしながら  

いろいろなことを 身
み

につけていきます。 

→  保育
ほいく

所
しょ

に こどもを あずけたい人
ひと

は 市
し

役 所
やくしょ

へ 申
もう

し込
こ

みを してください 

久留米市
く る めし

の 保育所
ほいくしょ

に こどもを あずけるためには、２つの 条 件
じょうけん

があります。 

１．久留米市
く る めし

に 住 民 票
じゅうみんひょう

が あること 

２．お父
とう

さんと お母
かあ

さんに 保育
ほいく

の必 要 性
ひつようせい

があること 

＜保育
ほいく

の必 要 性
ひつようせい

＝自分
じぶん

の家
いえ

で こどもの世話
せ わ

が できない理由
りゆう

＞ 

（１）申
もう

し込
こ

み方 法
ほうほう

 

締
し

め切
き

りまでに （２）市
し

役 所
やくしょ

に持
も

ってくる書 類
しょるい

  を持
も

って こどもと 一 緒
いっしょ

に 市
し

役 所
やくしょ

へ来
き

てく

ださい。 

 

締
し

め切
き

り 

１日
にち

から １５日
にち

までに 入 所
にゅうしょ

したい人
ひと

・・・ 入
にゅう

所
しょ

したい月
つき

の前
ぜん

月
げつ

１５日
にち

まで 

（例
れい

）９月
がつ

１日
にち

から 入 所
にゅうしょ

したい人
ひと

は、８月
がつ

１５日
にち

が 締
し

め切
き

り 

１６日
にち

から ３０日
にち

または３１日
にち

までに 入
にゅう

所
しょ

したい人
ひと

・・・ 入
にゅう

所
しょ

したい月
つき

の５日
にち

まで 

 （例
れい

）９月
がつ

１６日
にち

から 入
にゅう

所
しょ

したい人
ひと

は、９月
がつ

５日
にち

が 締
し

め切
き

り 

受
うけ

付
つけ

時
じ

間
かん

 

平
へい

日
じつ

の 午
ご

前
ぜん

８時
じ

３０分
ふん

から 午
ご

後
ご

５時
じ

１５分
ふん

まで 

 



2 

 

 

 
申
もう

し込
こ

みを するところ・相 談
そうだん

をするところ 

申
もう

し込
こ

みをするときや、わからないことがあるときは、住
す

んでいるところから 近
ちか

い 市
し

役 所
やくしょ

の窓 口
まどぐち

に 

来
き

てください。または 次
つぎ

の 電 話 番 号
でんわばんごう

に、電話
でんわ

をしてください。 

 

市
し

役 所
やくしょ

の 窓 口
まどぐち

 電 話 番 号
でんわばんごう

 住 所
じゅうしょ

 

子
こ

ども未来部
みらいぶ

 子
こ

ども保育課
ほいくか

 ０９４２－３０－９０２５ 

久留米市
く る めし

城 南 町
じょうなんまち

１５番地
ばんち

３ 

（１６階
かい

） 

田
た

主
ぬし

丸
まる

総
そう

合
ごう

支
し

所
しょ

 市
し

民
みん

福
ふく

祉
し

課
か

 ０９４３－７２－２１１３ 

久留米市
く る めし

田 主 丸 町
たぬしまるまち

田主丸
たぬしまる

 

４５９番地
ばんち

１１（１階
かい

） 

北
きた

野
の

総
そう

合
ごう

支
し

所
しょ

 市
し

民
みん

福
ふく

祉
し

課
か

 ０９４２－７８－３５５２ 

久留米市
く る めし

北野
きたの

町 中
まちなか

３２４５番地
ばんち

３ 

（１階
かい

） 

城
じょう

島
じま

総
そう

合
ごう

支
し

所
しょ

 市
し

民
みん

福
ふく

祉
し

課
か

 ０９４２－６２－２１１２ 

久留米市
く る め し

城 島 町
じょうじままち

楢津
ならつ

７４３番地
ばんち

２ 

（１階
かい

） 

三潴
みづま

総 合
そうごう

支所
ししょ

 市民
しみん

福祉課
ふくしか

 ０９４２－６４－２３１２ 

久留米市
く る めし

三潴町
みづままち

玉 満
たまみつ

  

２７７９番地
ばんち

１（１階
かい

） 
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（２）市
し

役 所
やくしょ

に 持
も

ってくる 書 類
しょるい

 

Ａ．認 定
にんてい

申 請 書
しんせいしょ

  

こども1 人
ひとり

につき １枚
まい

 書
か

いてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．保育
ほいく

の 必 要 性
ひつようせい

の 紙
かみ

   

お父
とう

さんと お母
かあ

さんに 保育
ほいく

の必 要 性
ひつようせい

があることを 確
たし

かめるための 書 類
しょるい

です。 

次
つぎ

の ①～⑦のうち あてはまるものを お父
とう

さんが１つ お母
かあ

さんが１つ 持
も

ってきてください。 

 

①１か月
げつ

に ６４時間
じかん

より 多
おお

く 働
はたら

いている  

（あずけられる 期間
きかん

） 

小 学 校
しょうがっこう

に 入
はい

る 前
まえ

まで 

（持
も

ってくるもの） 

就 労
しゅうろう

証 明 書
しょうめいしょ

＜＝お 父
とう

さん・お 母
かあ

さんが  働
はたら

いている  会 社
かいしゃ

の  人
ひと

が  書
か

いた 

証 明 書
しょうめいしょ

＞ 

 

 

第１号様式の２（第４条及び第１1条関係）

久留米市長　宛て 申請（申込）日 　令和 　　　年　　　月　　　日

　次のとおり、施設型給付費・地域型保育給付費に係る教育・保育給付認定を申請します。
　また、保育所等の入所希望の場合は、施設利用もあわせて申請します。 保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳

　□無　□有　（　内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□無　□有　身体的障害（　手足　・　視覚　・　聴覚　）　　症状・病名（　　　　　　　　　　　　　）

　□久留米市内　□久留米市外　（　　　　　　　） 市 ・ 区 ・町 ・ 村

障害や病状

現住所

　□無　□有　（　ことば ・ 落ち着きがなく動き回る ・ こだわりが強い ・　　　　　　　　　　　　　　）

　□無　□有　（　内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
健康状況等

（表）

   教育・保育給付認定申請書（施設利用申請書兼児童台帳）【２号・３号認定用】

生年月日

　３号（保育が必要な３歳未満児童）
利用を希望する認定区分

ふりがな 特別児童扶養手当
受給の有無

　２号（保育が必要な３歳以上児童）

療育手帳の有無

　□標準時間（１１時間まで）　□短時間（８時間まで）
保護者との

続柄性別

□無　□有

　　　　　年　　　　月　　　日 男
・
女 □無　□有 □無　□有

　□標準時間（１１時間まで）　□短時間（８時間まで）

障害手帳の有無

令和    年4/1時点

児童名

（　　）

発達等気になること

健診時の要観察項目

食物アレルギー

令和　　年1月1日現在の住所 　　　　  　　-　　　　  　　-　　　　  　　母

父 　　　　  　　-　　　　  　　-　　　　  　　

電話番号

新規
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②こどもが 産
う

まれる 予定
よてい

 または 産
う

まれたばかり  

（あずけられる 期間
きかん

） 

こどもが 産
う

まれる 予定
よてい

の 日
ひ

より ８ 週 間 前
しゅうかんまえ

から ８ 週 間 後
しゅうかんあと

まで 

（持
も

ってくるもの） 

母子
ぼ し

手 帳
てちょう

、 病 院
びょういん

の先 生
せんせい

が 書
か

いた 診 断 書
しんだんしょ

（産
う

まれる 予定
よてい

の 日
ひ

が 書
か

かれたもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宛

証明日 年 月 日

事業所名

代表者名

所在地

電話番号

担当者名

記載者連絡先

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者に無断で作成し、又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

　 （ ）

就労証明書

No. 項目 記載欄

就労先事業者に関する事項

1 業種
　

就労者に関する事項

漁業 鉱業・採石業・砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業 運輸業・郵便業 卸売業・小売業 金融業・保険業 不動産業・物品賃貸業

学術研究・専門・技術サービス業 宿泊業・飲食サービス業 生活関連サービス業・娯楽業 教育・学習支援業

医療・福祉 複合サービス事業 公務 その他

農業･林業
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③病 気
びょうき

や 障
しょう

がいがある  

（あずけられる 期間
きかん

） 

病 気
びょうき

のとき： 病 院
びょういん

の先 生
せんせい

が 診 断 書
しんだんしょ

を 書
か

いた日
ひ

から ６か月
げつ

後
あと

まで 

障
しょう

がいが あるとき： 障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

を 持
も

っている 人
ひと

は 小 学 校
しょうがっこう

に 入
はい

る 前
まえ

まで 

（持
も

ってくるもの） 

病 院
びょういん

の先 生
せんせい

が 書
か

いた 診 断 書
しんだんしょ

 または 障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

 

  

 

 

 

④１か月
げつ

に ６４時間
じかん

より 多
おお

く 病 気
びょうき

の 家族
かぞく

を お世話
せ わ

している  

（あずけられる 期間
きかん

） 

病 気
びょうき

のとき： 病 院
びょういん

の先 生
せんせい

が 診 断 書
しんだんしょ

を 書
か

いた日
ひ

から ６か月
げつ

後
あと

まで 

障
しょう

がいが あるとき： 障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

を 持
も

っている 人
ひと

は 小
しょう

学
がっ

校
こう

に入
はい

る前
まえ

まで 

（持
も

ってくるもの） 

誰
だれ

の  お世
せ

話
わ

を  しているか どんな お世
せ

話
わ

を  しているか  書
か

いた紙
かみ

 と  病 院
びょういん

の 先 生
せんせい

の 

診 断 書
しんだんしょ

 または 障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

 または 介護
かいご

保 険 証
ほけんしょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受領印欄

看護・介護申立書

生 年 月 日児童氏名
（カタカナで）

施 設 名

   (入所中･申込中)

   (入所中･申込中)　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日    (入所中･申込中)

　　　　年　　月　　日

(氏名)　　　　　　　　　　（     　　年　　月　　日生 ）保護者との続柄（　　　）

看
護
・

介
護
さ
れ
る
人

住 所

氏名・生年月日・続柄
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⑤地震
じしん

 台 風
たいふう

 洪 水
こうずい

 火事
か じ

で 家
いえ

がこわれて 修 理
しゅうり

を している  

（あずけられる 期間
きかん

） 

小 学 校
しょうがっこう

に 入
はい

る前
まえ

まで または 証 明 書
しょうめいしょ

に 書
か

いている 期間
きかん

まで 

（持
も

ってくるもの） 

何
なに

がおきて 家
いえ

が こわれたのか 書
か

いた紙
かみ

 と 証
しょう

明
めい

書
しょ

 

 

 

 

 

 

⑥ 働
はたら

く ところを さがしている  

（あずけられる 期間
きかん

） 

保育所
ほいくしょ

に あずけてから ３か月
げつ

まで 

（持
も

ってくるもの） 

働
はたら

く ところを さがしている ことを 書
か

いた 申
もうし

立
たて

書
しょ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 意
ちゅうい

） 

令和　　　年　　月　　日

久留米市長　宛て

(住所)

求職中申立書（誓約書）

　なお、提出締切日に就労証明書を提出することができない場合は、保育の実施を解除（入所
している施設を退所）、もしくは、子育てのための施設等利用給付の認定を取り消されること
に同意します。

　私は、現在求職中であるため、就労証明書を市に提出することができません。
　そこで、私は子どもが保育所、認定こども園等へ入所してから９０日以内、もしくは預かり
保育の施設等利用給付を希望する日から９０日以内に就職し、就労証明書を市に提出すること
を誓約します。

申立人
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・ 働
はたら

くところが 決
き

まったら 会 社
かいしゃ

に 就 労
しゅうろう

証 明 書
しょうめいしょ

を 書
か

いてもらって 市
し

役 所
やくしょ

に 出
だ

して

ください  

・ 働
はたら

くところが ３か月
げつ

の 間
あいだ

に 見
み

つからない ときは 保育所
ほいくしょ

を やめないと いけません 

 

⑦学 校
がっこう

で 勉 強
べんきょう

している  

（あずけられる 期間
きかん

） 

学 校
がっこう

に 行
い

っている 期間
きかん

 

（持
も

ってくるもの） 

学 校
がっこう

の人
ひと

が 書
か

いた 証 明 書
しょうめいしょ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学者

    　年　　月　　日  

施 設 名生 年 月 日児童氏名
（カタカナで）

(住所)

就学証明書

　　(入所中･申込中)

※以下、就学先の担当者様がすべて記入してください。

　　(入所中･申込中)

　　(入所中･申込中)

    　年　　月　　日  

    　年　　月　　日  

受領印欄
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Ｃ． 重 要
じゅうよう

事項
じこう

確 認 書
かくにんしょ

  

保育所
ほいくしょ

に あずけるまえに 知
し

って ほしいことを 書
か

いているので よく 読
よ

んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｄ．児童
じどう

健 康
けんこう

調 査 票
ちょうさひょう

 

保育所
ほいくしょ

に あずけたいこどもが 元気
げんき

かどうか、病 気
びょうき

でないかを 聞
き

く紙
かみ

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｅ．母子
ぼ し

手 帳
てちょう

・親子
おやこ

手 帳
てちょう

  

お腹
なか

に 赤
あか

ちゃんが いる人
ひと

が、 住
す

んでいるまちの 市
し

役 所
やくしょ

から もらう 手 帳
てちょう

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　児童名

上から順に、お子様があてはまるところに　□　をしてください 　　　　　　　（　　　　年　　　月　　　日生）

□ 動くものを目で追う □ 空腹、不快をうったえて泣く

□ 音や人の声がする方に向く □ あやすと声を出して笑う

□ おすわりができる □ イナイイナイバーを喜ぶ（反応する）

□ ハイハイする □ 親が指さす方を向く

□ つかまり立ちをする □ 言葉をまねる

□ 一人で歩く □ 名前を呼ぶとふりむく

□ 手をついて、階段をのぼる □ ばいばい、ちょうだいがわかる

□ 小さいものをつまむ □ 指さしをする

(絵本を見てものの名前を言ったり、指さしたりする)

　　　　　　　　　　　　　　　児童健康調査票                記入日：　　　年　　　月　　　日

　
０
～

２
歳
は
こ
こ
か
ら

回答内容は、より安全に保育するための資料として利用させていただきます。入所の可否を決定するものではありません。

✔

（保育
ほいく

所
しょ

等
とう

入所
にゅうしょ

用
よう

）

みたあと

次の　１から２２までの　文を　すべて　読んで　名前を　かいて　ください
つぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　ぶん　　　　　　　　　　　　　　    よ　　　　 　　　なまえ　　　　　

。 ☑

No. 　　知
し

ってほしいこと みました

1 入所
にゅうしょ

 案内
あんない

を　読
よ

む
「２０２４年

ねん　

　４月
がつ

から　こどもを　ほいくしょに　あずけたいひとへ」　を　もうしこみを　する前
まえ

に　かならず

読
よ

んで　ください。
□

2 働
はたら

く　ところを　探
さが

している　人
ひと

３か月
げつ

だけ　保育
ほいく

所
しょ

に　あずけることが　できます。３か月
げつ

の　間
あいだ

に　働
はたら

くところを　見
み

つけて　就労
しゅうろう

 証明
しょうめい

書
しょ

（※）を　出
だ

すか　または　保育
ほいく

所
しょ

に　こどもを　あずけるための　別
べつ

の　理由
りゆう

が　書
か

いてある　書類
しょるい

を

市役所
しやくしょ

に　出
だ

してください。（出す
だ

ことが　できないときは　保育所
ほいくしょ

を　やめないと　いけません。）

　※就労
しゅうろう

 証明
しょうめい

 書
しょ

：ここで　本当
ほんとう

に　働
はたら

いていますという　書類
しょるい

。

□

保育所
ほいくしょ

に　もうしこみを　するときに　かならず　知
し

ってほしい　大切
たいせつ

なこと

（保育所等の入所申し込みに関する重要事項確認書）
（ほいくしょとう　　　　　　にゅうしょもうしこみ　　　かん　　　じゅうようじこうかくにんしょ）
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次
つぎ

の Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｋは （注 意
ちゅうい

）を 読
よ

んで あてはまる人
ひと

だけ 書 類
しょるい

を 持
も

ってきてくだ

さい。 

 

Ｆ．２０２３年度
ねんど

の 所 得
しょとく

課税
かぜい

証 明 書
しょうめいしょ

  

（注 意
ちゅうい

） 

２０２３年
ねん

１月
がつ

１日
にち

に 久留米市
く る めし

に 住
す

んでいなかった 人
ひと

だけ  

●２０２３年
ねん

１月
がつ

１日
にち

に 住
す

んでいた ところの 市
し

役 所
やくしょ

から 所 得
しょとく

課税
かぜい

証 明 書
しょうめいしょ

 ＜＝お父
とう

 

さんと お母
かあ

さんの 市
し

民
みん

税
ぜい

の 金
きん

額
がく

が 書
か

かれた 証
しょう

明
めい

書
しょ

＞を もらってきて ください 

 

Ｇ．２０２２ 年
ねん

に  日本
にほん

以外
いがい

の  国
くに

から  受
う

けとった  収 入
しゅうにゅう

が  わかる  書 類
しょるい

 または 

収 入
しゅうにゅう

が ないことが わかる 書 類
しょるい

  

（注 意
ちゅうい

） 

２０２２年
ねん

に 日本
にほん

以外
いがい

の 国
くに

に 住
す

んでいた 人
ひと

 または 日本
にほん

以外
いがい

の 国
くに

で 働
はたら

いていた 

人
ひと

だけ  

● 働
はたら

いていた人
ひと

：給 与
きゅうよ

明 細
めいさい

など 給 与
きゅうよ

の 金 額
きんがく

が 書
か

かれた 書 類
しょるい

 

● 働
はたら

いていない人
ひと

： 収 入
しゅうにゅう

が なかったことを 申 立 書
もうしたてしょ

に 書
か

いてください 

 

Ｈ． 転 入
てんにゅう

誓 約 書
せいやくしょ

  

（注 意
ちゅうい

） 

保育所
ほいくしょ

の 申
もう

し込
こ

みのとき 久留米市
く る めし

に 住
す

んでいない 人
ひと

だけ  

●保育所
ほいくしょ

に あずける はじめての日
ひ

までに 久留米市
く る めし

に 住
す

むことを 約 束
やくそく

する書 類
しょるい
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久留米市
く る めし

に 住
す

む予定
よてい

が ない人
ひと

は 久留米市
く る めし

の 保育所
ほいくしょ

に こどもを あずけることが できません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｉ．戸
こ

籍
せき

謄
とう

本
ほん

  

（注 意
ちゅうい

１） 

お父
とう

さん または お母
かあ

さん どちらか 1 人
ひとり

だけで こどもを 育
そだ

てている 家庭
かてい

で 児童
じどう

扶養
ふよう

手当
てあて

を もらっていない 人
ひと

だけ 持
も

ってきてください  

●本籍地
ほんせきち

の 市
し

役 所
やくしょ

で 戸籍
こせき

謄 本
とうほん

を もらってきて ください 

（注 意
ちゅうい

２） 

●戸籍
こせき

が ない人
ひと

は 離 婚 届
りこんとどけ

受理
じゅり

証 明 書
しょうめいしょ

 または 独 身
どくしん

証 明 書
しょうめいしょ

 など 1 人
ひとり

だけで こ

どもを 育
そだ

てていることを 証 明
しょうめい

する 紙
かみ

を 持
も

ってきて ください 

●日本語
にほんご

ではない 言葉
ことば

で 書
か

かれている 証 明 書
しょうめいしょ

を 持
も

ってくる ときは 日本語
にほんご

訳
やく

を つけてく

ださい 

 

Ｊ． 療 育
りょういく

手 帳
てちょう

  

（注 意
ちゅうい

） 

家族
かぞく

が 療 育
りょういく

手 帳
てちょう

を 持
も

っている人
ひと

だけ 持
も

ってきてください  

●市
し

役 所
やくしょ

に 手 帳
てちょう

を 持
も

ってくる または 印 刷
いんさつ

した 紙
かみ

を 持
も

ってきて ください 

 

 

 

 

第１希望保育施設等名称

転入誓約書

　私は、保育施設等の利用開始希望日までに、下記のとおり久留米市内に転入し、
久留米市の保育担当窓口（子ども保育課または総合支所市民福祉課）にて保育施設
等利用申込み手続きを完了することを誓約します。

　なお、このとおり転入および利用手続きを行わなかった場合は、利用決定（内
定）および支給認定を取り消されることに同意します。

利用希望児童氏名

（ 　  　 　　年　　　　月　　　　日生 ）　　　

（   　　　　年　　　　月　　　　日生 ）　　　

（   　　　　年　　　　月　　　　日生 ）　　　
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Ｋ．在 園
ざいえん

証 明 書
しょうめいしょ

  

（注 意
ちゅうい

） 

保育所
ほいくしょ

に あずけたい こどもの きょうだいを 保育所
ほいくしょ

 以外
いがい

の 施設
しせつ

に あずけている 人
ひと

だけ  

●施設
しせつ

に あずけていることの 証 明 書
しょうめいしょ

 

 

（３） 変 更
へんこう

（変 更
へんこう

が ある人
ひと

だけ） 

申
もう

し込
こ

みを 変
か

えたい人
ひと

は  締
し

め切
き

りまで に 申
もう

し込
こ

みを したところへ 連 絡
れんらく

してください。  

たとえば ちがう 保育所
ほいくしょ

に 行
い

きたい人
ひと

、 新
あたら

しく 働
はたら

くところが 見
み

つかった人
ひと

、 働
はたら

く 

時間
じかん

が 変
か

わった 人
ひと

 など。 

 

（４） 結果
けっか

の お知
し

らせ 

締
し

め切
き

りの １週 間 後
しゅうかんご

に 手紙
てがみ

で 申
もう

し込
こ

みの 結果
けっか

を お知
し

らせします。 

・こどもを あずける 保育所
ほいくしょ

が 決
き

まった人
ひと

 

入 所
にゅうしょ

承 諾 書
しょうだくしょ

＜＝保育所
ほいくしょ

に 入 所
にゅうしょ

できますと 書
か

かれた 紙
かみ

＞ が 入
はい

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 入 所
にゅうしょ

の 準 備
じゅんび

のことは 保育所
ほいくしょ

から お父
とう

さん・お母
かあ

さんに 連 絡
れんらく

が来
き

ます。 

 

 

 

 



12 

 

・こどもを あずける 保育所
ほいくしょ

が 決
き

まらなかった人
ひと

 

入 所
にゅうしょ

保 留
ほりゅう

通知書
つうちしょ

＜＝保育所
ほいくしょ

に 入 所
にゅうしょ

できませんと 書
か

かれた 紙
かみ

＞が 入
はい

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒希望
きぼう

した日
ひ

から 保育所
ほいくしょ

に あずけることは できません 

 

申 請 書
しんせいしょ

 裏
うら

面
めん

の 「待機
たいき

する 意思
い し

」 の 「有
あり

」 を選
えら

んだ人
ひと

は ２０２４年
ねん

度
ど

の １年
ねん

間
かん

は 

毎 月
まいつき

 市
し

役 所
やくしょ

と 保育
ほいく

所
しょ

で 話
はな

し合
あ

いをします。 

こどもを あずける 保育所
ほいくしょ

が 決
き

まったときだけ 市
し

役
やく

所
しょ

から連
れん

絡
らく

しますので 待
ま

ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　※見学がお済みの場合は、見学済の前の□に✔を入れてください。

　□有　（利用希望開始日に入所できなかった場合、翌月以降も利用調整を希望する）
⇒利用希望施設を変更する場合は市へご連絡ください。

　□無　（利用希望開始日に入所できなかった場合、翌月以降は利用調整を希望しない）

⇒翌月以降は利用調整を行いませんので、再度利用調整を希望する場合は再度申請が必要です。

第５希望 見学済

第３希望 見学済 第６希望 見学済

（裏）

４　利用調整について       

     利用を希望する施設名
　
 ※ 1つ以上記入ください。

 ※ 第7希望以降は、欄外もしくは
 別紙（様式任意）に記入ください。

第１希望 見学済 第４希望 見学済

第２希望 見学済

  ※利用決定後に辞退されると、施設にご迷惑となったり、他の方が利用できなくなる場合があります。希望施設については、

   見学をして十分に検討いただいたうえで記入をお願いします。必ずしも第６希望まで記入する必要はありません。

     待機する意思

  ※が無い場合は有を選択したもの

      と判断します。
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（５）よくある 質 問
しつもん

と 答
こた

え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申
もう

し込
こ

みの ときは 仕
し

事
ごと

を さがしていたけれど そのあと 仕
し

事
ごと

が  

決
き

まりました。 

会 社
かいしゃ

から 就 労
しゅうろう

証 明 書
しょうめいしょ

を 書
か

いてもらって 市
し

役
やく

所
しょ

に 持
も

って

きて ください。 

仕事
しごと

を する 時間
じかん

が 長
なが

いときは 長
なが

い 時間
じかん

 保育所
ほいくしょ

に あずける

ことが できます。 

里
さと

帰
がえ

り 出 産
しゅっさん

のために お母
かあ

さんの 国
くに

へ 帰
かえ

ります 保育所
ほいくしょ

は  

休
やす

んでも よいですか。 

里
さと

帰
がえ

り 出 産
しゅっさん

など 特 別
とくべつ

な 理由
りゆう

が あるときは 保育所
ほいくしょ

を  

２か月
げつ

まで 休
やす

むことが できます。  

休
やす

む前
まえ

に かならず 保育所
ほいくしょ

に 相談
そうだん

してください。 

２か月
げつ

より 長
なが

く 休
やす

むときは 保育所
ほいくしょ

を やめないと いけません。 

申
もう

し込
こ

みの ときは 仕事
しごと

を していたけれど そのあと 仕事
しごと

を  

やめました。 

保育所
ほいくしょ

に こどもを あずけるための 理由
りゆう

が 必 要
ひつよう

です。 

次
つぎ

の 仕事
しごと

を さがすときは 仕事
しごと

を やめてから ９０ 日
にち

の 間
あいだ

は 

保育所
ほいくしょ

に あずけ続
つづ

けることが できます。  

次
つぎ

の 仕事
しごと

が 見
み

つからない ときは 保育所
ほいくしょ

を やめないと いけませ

ん 市
し

役 所
やくしょ

に 相 談
そうだん

を してください。 

病 気
びょうき

などで 仕事
しごと

が できないときは 病 院
びょういん

の 先 生
せんせい

に 診
しん

断
だん

書
しょ

を 書
か

いてもらって 市
し

役
やく

所
しょ

に 持
も

ってきて ください。 
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（２０２４年
ねん

４月
がつ

につくりました） 

久
く

留
る

米
め

市
し

子
こ

ども保
ほ

育
いく

課
か

 

電 話 番 号
でんわばんごう

０９４２－３０－９０２５ 

 

家
いえ

で こどもを みることが できるように なったので 保育所
ほいくしょ

を  

やめることに しました。 

やめるときは 月
つき

の 最後
さいご

の日
ひ

 （３０日
にち

または３１日
にち

） に  

退 所
たいしょ

と なります。 保 育 料
ほいくりょう

は １か月
げつ

分
ぶん

 払
はら

ってください。 早
はや

め

に 保育所
ほいくしょ

に 相 談
そうだん

して ください。 

ひっこしを したので 保育所
ほいくしょ

を 変
か

えたいです。 

久留米
く る め

市内
しない

での ひっこしや 会 社
かいしゃ

の場所
ばしょ

が 変
か

わったときは 保育所
ほいくしょ

を 変
か

えるための 申
もう

し込
こ

みが できます。 市
し

役 所
やくしょ

に 相 談
そうだん

してくださ

い。 


